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[bookmark: _Toc527990229][bookmark: _Toc6307112]１　概要
[bookmark: _Toc527990230][bookmark: _Toc6307113]⑴  件名
右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務委託

[bookmark: _Toc527990231][bookmark: _Toc6307114][bookmark: _Toc527990232]⑵　目的
右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト(現右京ファンクラブねっと（以下、「ウェブサイト」という。）)について、以下の目的を達成するため、ウェブサイトの構築・運用保守業務を委託するもの。

ア  まちづくり情報の効果的な発信と利便性の向上
ウェブサイトの構築に当たっては、以下の利用者層に配慮した情報提供を通じて、区民に向けたまちづくり情報の効果的な発信と利便性の向上を図る。

・地域に関わり始めた人向けの情報提供:
右京区に住み始めたばかりの人や、子どもの成長等をきっかけに地域との関わりを持ち始めた人に対し、地域のイベント情報や、まちづくりに関する区役所、活動団体、学区等の役立つ情報を提供し、地域への円滑な接続を支援する。

・まちづくりに興味のある人向けの情報提供:
右京区での活動に関心を持ち始めた人、又は活動を始めたばかりで支援を必要としている人に対し、関心のある活動の発見、活動団体との交流促進、及び困りごとの解決に役立つ情報を提供することで、新たな一歩を支援する。

・まちづくりをしている人向けの情報提供:
既に活動している地域団体やまちづくり団体に対し、活動における課題解決や新たなつながりの創出を支援する情報、及び活動を広く周知できる手段を提供し、活動の活性化と認知度向上を図る。

イ  区民のまちづくり活動への参加意識の高揚と活動の拡大
右京区役所は、地域団体やまちづくり活動団体、企業・大学等の多様な活動主体が出会い、つながり、交ざり合う「結節点」となり、「居場所」と「出番」を創出する役割を担っており、ウェブサイトの各種機能等を通じて、区民のまちづくり活動への参加意識を高め、活動の拡大を促進し、地域コミュニティの活性化を図る。

ウ　安定した運用保守と情報発信機能の充実
[bookmark: _Toc6307115]ウェブサイトの構築に加え、その運用保守も一体的に行うことで、安定した運用保守体制を確保し、情報発信機能の充実を図る。

２　システム化の範囲
[image: ]








３　委託期間
契約締結日から令和８年３月３１日

４　委託予定金額
金２,０００,０００円（金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。）
また、これに加え、既存のサイトから引き継ぐべき情報やプログラム、データファイルの移管作業 に要する費用として、２６５，０００円を上限（消費税及び地方消費税相当額を含む。）に支払う。
[bookmark: _Toc527990236][bookmark: _Toc6307119]なお、上記金額には、業務の提供に当たり発生する全ての費用を含むものとし、本市において成果物の検収及び保守運用期間が完了した後、受託者からの請求により支払うものとする。

５　委託内容
1 ウェブサイトのデザイン
右京区で活動する団体や、区内で実施するイベントや取組が市民等に簡潔明瞭に伝えることができ、利用者が目的の情報に容易にたどり着けるよう整理されたレイアウトとすること。また、タブレットやスマートフォンからの閲覧にも対応したウェブサイトとすること。
なお、デザインに当たっては、既存サイトのコンセプトを考慮したデザイン等にすること。

2 ウェブサイトの構築
本仕様書に記載の要件を満たすウェブサーバを調達するとともに、職員が容易にコンテンツを管理、
更新するために必要な環境を整備すること。品質、安定性、納期等の観点からプラットフォームサービスを最大限活用し、コンテンツの管理等のメンテナンスを可能な限り本市で行える適切なシステムを導入するものとする。
また、作成したコンテンツをウェブサイトで公開するための必要な作業を行うこと。
なお、本契約で準備するウェブサイト公開環境は、日本データセンター協会が定める「データセン
ターファシリティスタンダード」のティア３以上の施設であること。もしくは、ISMAP登録済みの
サービスであること。

⑶  コンテンツの作成・登録
ア  共通事項
・利用者が情報を容易に取得できる、使いやすいレイアウト及びサイト構成とすること。
・既存サイトに掲載のイベントや登録団体の情報がより魅力的に伝えられるデザインに再構成すること。
・掲載コンテンツが増加した場合は、コンテンツページも追加できるようにすること。

イ  既存サイトからのデータ移行
コンテンツの作成に当たっては、既存サイトに掲載の記事、コンテンツ等の必要データの移行を行うこと。
なお、移行するデータは概ね、直近１年程度のデータを想定しているが、詳細は別途協議により決定する。

ウ　既存サイトのアーカイブ機能
上記イのデータ移行に加えて、既存サイトに掲載のページデータをアーカイブとして、保存し、閲覧が可能な状態にすること。アーカイブするページ内容、データ量および、アーカイブ方法については、別途協議により決定する。

エ  記事作成及び情報の掲載
受託者は、区役所からウェブサイトに掲載されている記事について修正依頼があった場合、速やかに修正を行うこと。
また、区役所からイベントや事業に関する記事について、ウェブサイトへの掲載依頼があった場合、速やかにサイトへの投稿を行うこと。詳細については、別途協議する。

⑷  ウェブサイトの運用保守
ウェブサイト公開後から契約期間終了までの間、ウェブサイトを安定かつ安全に運用するために必要な運用保守業務を実施すること。

⑸  研修の実施
受託者は本市が準備する施設又はオンラインにより、ユーザ権限を持つ本市職員のほか、登録団体等
の利用者を対象に運用及び操作についての研修実施又は研修実施を支援すること。受託者は研修で利用するマニュアルを作成し、データ形式で本市に提出すること。

⑹  利用率向上のための方策
ウェブサイトの概要をまとめた利用者向けの周知媒体を作成する等、利用率の向上に向けた方策
を検討すること。

⑺  その他
ウェブサイトを公開するために必要な業務はすべて本委託に含めるものとする。

６  納入成果物
1 成果物の納入とその時期
　本業務の成果物及び納入時期は以下のとおりである。
	成果物
	内容
	納入時期

	プロジェクト
実施計画書
	プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。
	プロジェクトの開始前

	WBS
	プロジェクトで実施する必要のある作業を細分化したもの。作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行うため、作業項目に、スケジュール及び工数を併せて記載したものとする。
	プロジェクトの開始前

	要件定義書
	仕様書等の要求事項を実現するために、システムに要求される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの。
	基本設計書の
作成前

	基本設計書
（外部設計書）
	要件定義書に記載された内容を実現するために、実装すべき機能、画面や帳票等の操作や入出力に関する事項、生成及び保管されるデータの概要等、基礎的な事項をまとめたもの。
	詳細設計書の
作成前

	詳細設計書
（内部設計書）
	基本設計書で定められた内容を実現するために、プログラムやシステムとしてそれをどう実現するかを具体的に定める。機能別の設計書や内部のプログラムの仕様等、技術的な事項をまとめたもの。
	開発前

	テスト計画書
	開発したシステムの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの。
	テスト実施前

	テスト結果報告書
	テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたもの。
	テスト終了後

	脆弱性診断結果報告書
	脆弱性診断結果の結果をまとめたもの。
	テスト終了後

	プログラム一式
	仕様書に基づき開発したプログラム一式。
	納品時

	ソースコード
	OSやミドルウェアの設定ファイル及びパラメータ。
	納品時

	機器
	別途本市にて調達するため、成果物には含まない。
	－

	ネットワーク
	別途本市にて調達するため、成果物には含まない。
ただし、アプリケーション保守又はコンテンツ更新をリモートで行う場合は京都SC指定の専用回線（IP-VPN）を利用することとし、その環境の準備・構築については、受託者にて行うこと。
	－

	ソフトウェア
	構築に当たり必要となるソフトウェアについては、全て受託者の調達範囲に含まれる。
	納品時

	操作手順書及び
運用手順書
	システムの操作方法（一般利用者及びシステム管理者用）や運用方法をまとめもの。
	納品時

	障害対応
マニュアル
	障害時における復旧手順等についてまとめたもの
	納品時

	完成図書
	上記の成果物で最終確定したもの
	検収後


　　　※また、一部の成果物の詳細に関しては別途協議する。

⑵  納入方法
成果物は紙媒体及び電子媒体（DVD-Rのほか、各種メディア）で各2部、本市が指定する場所に納
[bookmark: _Toc527990237][bookmark: _Toc6307120]入すること。

７　実施スケジュール
本業務の実施スケジュールは、概ね以下のスケジュールに基づくものとするが、詳細なスケジュールについては本市と調整を行うこと。
	工程
	令和７年度
	令和８年度

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月

	プロジェクト実施計画作成
	
	
	
	
	

	要件定義
	
	
	
	
	

	ウェブサイトのデザイン
	
	
	
	
	

	ウェブサイトの構築
	
	
	
	
	

	コンテンツの作成・登録
	
	
	
	
	

	ウェブサイトのテスト
	
	
	
	
	

	ウェブサイトの公開
	
	
	
	
	

	運用保守
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc527990238][bookmark: _Toc6307121]８  機能等要件
[bookmark: _Toc527990248][bookmark: _Toc6307131]ウェブサイトは、広く一般に公開し、インターネットからアクセス可能であることから、掲載するコンテンツ等により一時的なアクセスの増加が見込まれる。ウェブサイトへのアクセスが増加した場合であっても、利用者がストレスなく利用できるよう、情報検索のしやすさや操作性の向上、利用者の属性に合わせた情報提供を考慮しつつ、コンテンツの容量に配慮すること。
ただし、大量のデータのアップロード、ダウンロード等が見込まれる処理については、事前に本市と協議を行うこと。
また、利用者が求める情報を見つけやすく、サイト内での回遊性を高めるため、単なる情報羅列に留まらず、優れた検索機能や関連情報が効果的に表示される工夫を凝らすこと。

　≪ウェブサイトに搭載する主な機能≫
1 イベント情報登録
2 おしらせの登録
3 レポートの登録
4 学区情報の登録
5 団体情報の登録
6 右京ファンクラブ情報の登録
7 Instagram「ukyo_fan」との連携
8 区役所等のホームページのリンク
9 アーカイブ機能（「右京ファンクラブねっと」の過去記事）　　　　　等

９　情報セキュリティ要件
ウェブサイトの構築・運用保守に当たっては、京都市情報セキュリティ対策基準を順守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすとともに、以下の対策を講じること。

[bookmark: _Toc527990249][bookmark: _Toc6307132]⑴  アクセス制御
ア  ユーザ認証
ウェブサイトのコンテンツの更新や運用保守等を行う職員等について、ユーザごとにIDを発行し、ユーザID及びパスワードによる認証を行うこと。
また、右京区役所の職員のほか、ウェブサイトの利用登録を行った者（まちづくり活動団体等を想定）にも、上記同様にユーザごとにIDを発行し、ユーザID及びパスワードによる認証を行うこと。

イ　権限制御
ユーザの担当する業務及び役割等によって、ユーザごとにアクセス権限が設定でき、ユーザのアクセス権限に応じ、利用可能な機能の制御が行えること。
なお、アクセス権限は概ね以下を想定しているが、詳細については、受託者と協議のうえ、決定することとする。
	ユーザ区分
	想定する職員
	権限

	システム
管理者
	右京区役所
地域力推進室の
課長級職員を想定
	システム情報の変更、ユーザの登録、変更、削除が可能。
コンテンツの追加・更新・削除に関する承認が可能。

	保守担当者
	受託事業者を想定
	システム情報の変更、コンテンツの追加、更新、削除が可能。

	コンテンツ
承認者

	右京区役所
地域力推進室の
職員を想定
	コンテンツの追加、更新、削除に関する承認が可能。

	コンテンツ
作成者

	右京区役所の職員のほか、ウェブサイトの利用登録を行った者
	コンテンツの追加、更新、削除が可能。
※ただし、公開にはコンテンツ承認者の承認が必要。

	一般利用者
	市民等
	コンテンツの閲覧のみ可能とすること。



ウ  パスワード管理
・  パスワードは、英字（大文字・小文字）、数字、記号を組み合わせた10文字以上の文字列を設
定できること。
・　パスワードは、ユーザ自身が任意のタイミングで変更できること。
・  パスワードを不正利用されないよう適切に管理できること（ハッシュ化等を用いる等）。

エ  不正ログインの防止
同一のユーザIDによるログイン試行が5回失敗した場合は、当該ユーザIDのアカウントロック
が掛かること。なお、アカウントロックはシステム管理者が解除できることとする。
管理者ログインについては、ID・パスワード認証に加え、より強固な認証方式（多要素認証等）を導入すること。

オ  外部からの不正アクセスやスパム投稿等を防止するため、送信回数の制限（一定時間内に同一
IPアドレス又は同一ユーザからの連続送信を制限する機能を実装すること）又はCAPTCHA
（画像認証等の自動投稿防止機能）を実装すること。

[bookmark: _Toc527990250][bookmark: _Toc6307133]⑵  通信
ア  ウェブサイトで公開する全てのページについて、TLS1.2以降により暗号化すること。
イ  暗号化に必要なサーバ証明書については、本調達に含めること。なお、調達するサーバ証明書については、OV（Organization Validation）証明書又はEV（Extended Validation）証明書であることが望ましい。

3 [bookmark: _Toc527990251][bookmark: _Toc6307134]ログの取得
ログを取得し、1年間保存するとともに、必要に応じ調査、分析できること。

[bookmark: _Toc527990252][bookmark: _Toc6307135]⑷  バックアップの取得
ア　定期的にシステム及びデータのバックアップを取得し、システム及びデータの復旧を可能とすること。
イ　障害発生時等に、速やかにシステム及びデータを復旧できるよう機能を設計するとともに、復旧手順等を備えること。

[bookmark: _Toc527990253][bookmark: _Toc6307136]⑸  不正プログラム対策
不正プログラム対策として、次の要件を参考に安全性が担保される対策を実施すること。
ア　ウイルス対策ソフトを導入すること。
イ　ウイルス対策ソフトは、常に最新のバージョンを利用できるとともに、ウイルス対策ソフトの定義ファイルが更新された場合は、速やかに適用できること。
ウ　スケジューリングにより、定期的にウイルススキャンを行えること。

[bookmark: _Toc527990254][bookmark: _Toc6307137]⑹  脆弱性対策
ア　導入するソフトウェアについては、修正プログラムやバージョンアップの提供等、開発元のサポートがある信頼性の高い製品を利用すること。
イ　導入したOSやソフトウェアに脆弱性が発見された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用できること。
ウ　ウェブサイト構築時及び年に一度、「独立行政法人情報処理推進機構（IPA）」のテクニカルウォッチに掲載されたWeb脆弱性診断ツールを用いたテスト又は、「OWASP Top 10」に準拠した脆弱性診断を行い、その結果と、全ての検出事項について対処の要否を検討し、必要な対処を行うと共に、対処不要と判断した項目については、その根拠を明らかにした文書を提出すること。

[bookmark: _Toc527990256][bookmark: _Toc6307139]⑺  その他
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公開する「安全なウェブサイトの作り方」等を参考に、
SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング等の起こりうるセキュリティ面のぜい弱性に対し、最新の対策をしたうえで導入すること。その他、情報漏えいや改ざんへの対策が十分に講じられていること。

[bookmark: _Toc527990257][bookmark: _Toc6307140]１０　システムの拡張性等の要件
1 [bookmark: _Toc527990258][bookmark: _Toc6307141]性能の拡張性
将来的にウェブサイトで取り扱うデータ量やページ数が増加した場合であっても、拡張が容易となるよう設計すること。

[bookmark: _Toc508098156][bookmark: _Toc527990259][bookmark: _Toc6307142]⑵  機能の拡張性
今後、新たな機能が追加されることを想定し、機能の追加等が容易となるよう設計すること。

[bookmark: _Toc527990260][bookmark: _Toc6307143]⑶  上位互換性
ウェブサイトで使用するOSやソフトウェアのバージョンアップがあった場合でも、その影響が小
さくなるよう設計すること。

[bookmark: _Toc527990262][bookmark: _Toc6307145]１１　システムの稼動環境
1 [bookmark: _Toc527990263][bookmark: _Toc6307146]全体構成ウェブサイト
クラウドサービス
保守担当者
市民
市民
インターネット
利用団体、職員
（コンテンツ作成者）
本市職員
（システム管理者、及び
コンテンツ作成・承認者を含む。）
イントラネットパソコン
京都市ネットワーク
インターネット


[bookmark: _Hlk5699221]ア  ウェブサイトの構築、運用保守に当たり追加で必要となるソフトウェア、モジュール及びプラグイン等の導入、設定、運用保守及びそれに伴うウェブサーバの設定については、受託者があわせて行うこと。
[bookmark: _Toc508098162]イ　ウェブサイトは次のクライアント要件をサポートすることとし、レイアウトやデザインの崩れが生じないこと。また、利用者のブラウザに対して新たなプラグイン等のインストールを求めるアプリケーションは使用しないこと。
	イントラネットパソコン
	OS：Microsoft Windows １１以降
ブラウザ：Internet Explorer １１以降のほか、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome等の主要なブラウザのシステム構築時点における最新版において正常に動作すること。

	利用者のパソコン、
スマートフォン等
	OS：Microsoft Windows、macOS、Android、iOS
ブラウザ：主要なブラウザ（Internet Explorer、Microsoft Edge、Apple Safari、Mozilla Firefox、Google Chrome）のウェブサイト構築時点における最新版において正常に動作すること。



2 [bookmark: _Toc527990264][bookmark: _Toc6307147] ハードウェア要件
ウェブサイトへのアクセスにおいて、利用者がストレスなく利用可能なレスポンスとなるスペック
とすること。

[bookmark: _Toc527990265][bookmark: _Toc6307148]⑶   ソフトウェア要件
ア　修正プログラムやバージョンアップの提供等、開発元のサポートがある信頼性の高い製品を使用すること。
イ　システム構築時点において、安全性及び安定性を確認した最新バージョンを導入すること。

[bookmark: _Toc527990266][bookmark: _Toc6307149]⑷   ネットワーク要件
ア　イントラネットパソコンからウェブサーバへの接続は、本市既存ネットワークを使用すること。
イ　アプリケーション保守又はコンテンツ更新を目的としたウェブサーバへの接続は、原則としてオンサイトで行うこと。
[bookmark: _Toc527990267][bookmark: _Toc6307150]ウ　アプリケーション保守又はコンテンツ更新をリモートで行う場合は、不正ログインやランサムウェア等のサイバー攻撃の被害にあわないよう、しかるべきセキュリティ対策を行うとともに、安全性の高い回線（HTTPS、VPN、専用線等）を用いてリモート接続を行うこと。また、それに係る費用は受託者の費用負担とする。

⑸  ドメイン名要件
[bookmark: _Toc527990268][bookmark: _Toc6307151]ウェブサイトのドメインは、本市が新規に取得する「city.kyoto.lg.jp」を使用したサブドメイン名を使用すること。
　　　
⑹  アクセシビリティ要件
高齢者や障害者を含めた誰もが支障なくウェブサイトを利用できるよう、「京都市ホームページ作成ガイドライン」及び総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を踏まえ、ウェブアクセシビリティに配慮すること。

[bookmark: _Toc527990269][bookmark: _Toc6307152]１２　テスト要件
ウェブサイトについて、必要と考えられるテストを実施し、その結果を本市に報告すること。

[bookmark: _Toc527990270][bookmark: _Toc6307153]１３　運用の要件
[bookmark: _Toc508098175][bookmark: _Toc527990271][bookmark: _Toc6307154][bookmark: _Hlk508119072]⑴  運用体制
ウェブサイトの管理、運用を円滑に行うため、運用業務の統括者、電話及び電子メールによる連絡窓口を有した運用体制を整備すること。

[bookmark: _Toc508098176][bookmark: _Toc527990272][bookmark: _Toc6307155]⑵　 作業内容
ア　ウェブサイトの稼動時間は、24時間、365日とする。
イ　ウェブサイトの稼動状況、アクセス状況、リソース状況等について、定期的に確認すること。
ウ　メンテナンス等のため、ウェブサイトを停止する必要がある場合は、事前に本市の承認を得る
こと。

[bookmark: _Toc508098177][bookmark: _Toc527990273][bookmark: _Toc6307156]⑶　 手順書等の整備
ア　ウェブサイトの管理、運用を円滑に行うため、運用手順書を作成し、提出すること。
イ　ウェブサイトにおいて障害等が発生した場合に、速やかに初動対応や保守担当者への連絡等が行えるよう、緊急時の連絡先等を提出すること。

[bookmark: _Toc508098178][bookmark: _Toc527990274][bookmark: _Toc6307157]⑷　 障害対応
ア　ウェブサイトの管理に必要な機器、ネットワーク、サービスの性能、障害を監視でき、異常時に連絡できるようにすること。
イ　本市から障害の連絡等を受けられる連絡体制を整備すること。なお、原則、平日（土日、祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。以下同じ。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとするが、これ以外で、緊急の対応が必要となる障害が発生した場合は、可能な限りの対応を行うこと。
ウ　障害の連絡を受けた又は障害の発生を確認した場合は、速やかに必要な措置を取ること。
エ　障害が復旧した場合は、速やかに障害の発生状況、原因、対応等について本市に報告すること。

[bookmark: _Toc508098179][bookmark: _Toc527990275][bookmark: _Toc6307158]１４　保守の要件
[bookmark: _Toc508098180][bookmark: _Toc527990276][bookmark: _Toc6307159]⑴  ソフトウェア保守
ア　導入したソフトウェアにおけるぜい弱性の有無の確認を行うととともに、ソフトウェアに係る修正プログラムが公開された場合は、ウェブサイトへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用すること。また、修正プログラムの適用状況については本市に報告すること。
イ  レイアウトの変更等、ウェブサイトの軽微な変更、修正は、保守の範囲として対応すること。
なお、軽微な変更、修正の範囲については、本市と協議のうえ、決定することとするが、パソコン
やスマートフォン等のOSやブラウザのバージョンアップに伴い、ページの表示崩れ等が発生した場合は、保守の範囲として対応すること。
ウ  導入したソフトウェア、モジュール、プラグイン等の変更にあわせてウェブサーバの設定変更が必要な場合は、保守の範囲として対応すること。
エ  不具合の修正は、保守の範囲として対応すること。

[bookmark: _Toc527990277][bookmark: _Toc6307160]⑵  ハードウェア保守
クラウドサービスやレンタルサーバを利用した場合のハードウェア保守は、保守業務の対象外とする。

[bookmark: _Toc527990278][bookmark: _Toc6307161]⑶  不正プログラム対策
不正プログラム対策として、次の要件を参考に安全性が担保される対策を講じること。
ア　ウイルス対策ソフトは、常に最新のバージョンを利用すること。
イ　ウイルス対策ソフトの定義ファイルが更新された場合は、速やかに適用すること。
ウ　スケジューリングにより定期的にウイルススキャンを行うこと。

[bookmark: _Toc508098182][bookmark: _Toc527990279][bookmark: _Toc6307162]１５　実施体制等の要件
[bookmark: _Toc508098183][bookmark: _Toc527990280][bookmark: _Toc6307163]⑴  実施体制
ア　本業務を確実に履行できる体制を設けること。
イ　本業務の実施に当たっては、受託者においてプロジェクトマネージャを設置し、プロジェクトの進行管理を行うこと。
ウ　本市との窓口はプロジェクトマネージャが行うこと。

[bookmark: _Toc508098184][bookmark: _Toc527990281][bookmark: _Toc6307164]⑵  管理方法
ア　本業務の作業開始に当たり、契約後速やかに実施計画書（「１２　テスト要件」を含む。）を作成して提出し、本市の承認を得ること。また、本契約期間中に実施計画書で定めた事項に変更があった場合は、速やかに変更の連絡を行い、本市の承認を得ること。
イ　実施計画書に従い、本業務の作業管理（進捗管理、変更管理等）を行うこと。
ウ　作業中に生じる問題整理やその解決に向けて適切な課題管理を行うこと。

[bookmark: _Toc508098185][bookmark: _Toc527990282][bookmark: _Toc6307165]⑶  作業場所等
ア　作業場所及び開発環境等必要な機材については、受託者において用意すること。
イ　本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。

[bookmark: _Toc527990283][bookmark: _Toc6307166]１６　制約条件
⑴　 本市のネットワークに、外部から接続することはできない。
⑵　 本市のネットワークに、許可されていない端末を接続することはできない。
⑶　 本市が指定する日までに、全ての作業を完了し、検収を受けなければならない。

[bookmark: _Toc527990284][bookmark: _Toc6307167]１７　特記事項
⑴　 この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類等及び開発部分（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）その他権利については、本市に帰属するものとし、受託者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。
⑵　 この調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行う。
⑶　 この調達の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じる。

[bookmark: _Toc139048754]１８　その他
その他、本仕様書に定めのない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議のうえ、本市の決定に従うこと。
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